
添付資料 

資料－１ 001 相談への対応について 

資料－２ 相談員登録規程，2023 年 4 月 1 日改定版 

資料－３ 中岡時春：市民相談の流れと相談員の心構え， 

相談員研修資料，2023 年 12 月 9 日 

資料－４ 太田英将：個人からの地盤に関する相談があった場合の手順の一例， 

2019 年 7 月 31 日 

資料－５ 太田英将：相談員に求められる知識とツール， 

相談員研修資料，2023 年 12 月 9 日 



- 1 - 

○○○○年○○月○○日 

 

○ ○ 様 

 

地盤に係わる相談を受け付けるに当たってのご説明 

 

一般社団法人 地盤品質判定士会 関西支部 

市民相談窓口担当 ○○○○ 

登録 No.000-0000-0 号 

 

皆様の相談を受け付ける際の地盤品質判定士会 （関西支部）と地盤相談の流れについて，説明

させていただきます。最後までお読みください。 

 
（１） 一般社団法人 地盤品質判定士会について 

一般社団法人 地盤品質判定士会は，地盤品質判定士等の技術の研鑽とモラルの苦情，地盤品質 

について社会への啓発などを目的とした団体です。 

地盤品質判定士とは，宅地における地盤災害の防止・軽減の為，依頼に応じて限られた情報の

範囲内で，地盤の品質を確認・評価して説明を行う，地盤工学の専門知識と倫理観を有する地盤

の専門技術者です。地盤品質判定士の資格については「地盤品質判定士協議会」のHP（https://jiban-

jage.jp/）で次のように説明されています。 

地盤品質判定士とは 

地盤品質判定士協議会は，2011年春の東日本大震災をはじめ，これまでの地震によって発生
した住宅や宅地の被害を教訓として，公益社団法人地盤工学会を代表に，一般社団法人日本建
築学会・一般社団法人全国地質調査業協会連合会が発起人となり，多くの住宅や宅地の関係諸
団体の参画により2013年2月に発足しました。本協議会では，建築学・土木工学分野や不動産・
住宅関連産業等に従事する地盤技術者を対象に，地盤品質判定士の資格制度を創設しました。 

地盤品質判定士協議会の中心となっている「公益社団法人 地盤工学会（https://www.jiban.or.jp/）」
は地盤に関する専門家の集まりです。会員は大学の研究者，地盤調査・設計などを行う建設コン
サルタント，工事に係わる建設工事の専門家などで構成されています。 

地盤品質判定士会 関西支部（https://hanteishi.org/kansai/）は，地盤品質判定士会の２番目の支部
として2018年10月13日に設立されました。その後，地盤品質判定士会の法人化に伴い支部も法人
の一部になりました。 

個人等からの宅地や擁壁などの相談対応は，地盤品質判定士会 関西支部HPから，あるいは大阪
府建築物震災対策推進協議会（http://www.osaka-suishinkyo.jp/）の事務局である一般財団法人大阪
建築防災センター（https://www.okbc.or.jp/）を窓口として受け入れています。 
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（２） 地盤相談の流れなどについて 
一般社団法人 地盤品質判定士会や同・関西支部に所属する地盤品質判定士はボランティアとし

て活動しており生業（なりわい）としては行っていません。 

関西支部では，個人の方からの相談はできる限り無料で済むように努めています。しかし，ど
うしても現場を見て欲しいという要望や，現場を見なければ回答ができないような場合には，地
盤品質判定士が現地へ出かけますので，その費用負担（交通費および日当）をお願いしています。
日当の目安は，10,000円/時間・人（最低30,000円）です（いずれも消費税抜き）。また，現地調査
の内容によって，調査機材費などが必要になれば，別途見積もりを提示させていただくことにな
ります。 

相談の流れは以下のとおりです。 

① 地盤品質判定士会関西支部へ，判定士会ホームページまたは大阪建築防災センター等からコ
ンタクトをいただきます。 

② 地盤品質判定士会関西支部から，問診票の提出を依頼いたします。 

③ 相談者から問診票の提出。➡ 問診票の受領でもって，正式に相談の受付となります。 

④ 問診票の受領後，担当する相談員を選出します。以後はこの相談員から連絡を入れます。 

⑤ 相談員から，相談事象発生までの状況の確認等や追加資料（図面類，写真等）等注)の提出を依
頼する場合もあります。 

⑥ 相談に対する回答書は，問診票を受領後2～4週間を目途に相談者へ送付します。相談内容に

より前後することをご承知おき願います。また、判定士は別に仕事を持ちながらの対応とな

りますので，ある程度時間がかかることも重ねてご承知おきください。 

 

相談への連絡方法 

  原則として電子メールでお願いします。 

  電子メールが無い場合には，FAXでお願いします。 

  FAXも無い場合には，郵送でお願いします。 

 ※ご自身でパソコン等の操作が苦手な場合には，可能な限りご家族・知人の協力を得るよう
にしてください。 

 

注）変状原因の多くは地盤の内部に存在することが多く，問診票の記載事項や現場の様子を目視
観察することで分かることは限定的です。このため，既往の土質調査結果や擁壁の構造が書かれ
ている図面類，構造計算書類の存在が特に重要です。それらが無い場合には，限られた情報で変
状原因を推定し，地盤調査等で検証するなどの作業を繰り返さなければ，変状原因や対策方法を
明確に決めることができません。少なからぬ調査費用も掛かります。これらの点をお含みおきく
ださい。 
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5

市民相談の流れ

相談者
（個人・会社・

自治体等）

相談窓口
(判定士会）

相談員
(相談員資格者）

③ 相談員登録名
簿から、相談内
容に適した相談
員を選任・斡旋

② 問診票
の記載

④ 直接交渉
(見積・契約）
（評価）

問題発生

相談内容が判る図
面や写真も添付要

相談者との接触から相
談終了まで、すべて相
談員の責任で対応

大阪府建築物
震災対策推進
協議会*

① 評価依頼
(相談）

診
断

＊府下４４市町村と建築関係及び事業者の４９団体で構成︓事務局は大阪府

5 6 問診票
相談案件の概要（住所、宅地擁壁の状況等）を把握 ☟

住所が判れば、土地履歴の検索可能

関西支部で対応している相談

＜市民相談窓口＞
１．地盤品質判定士会本部HPに寄せられた関西エリアの相談
２．関西支部HPに寄せられた相談
３．大阪府建築物震災対策推進協議会から寄せられた相談

※ 居住地の市町村に相談して、判定士会の相談窓口の紹介を受けた
との相談が増加

＜地方公共団体＞
大阪府泉南郡熊取町との「土砂災害等における連携協力に関する協

定」締結（R4.2）に伴う業務契約を対応。

7 相談内容と費用の目安 関西支部の考え方8

① メールで対応できる相談
※ただし、同じ案件での２回目以降は有料

② 行政等が主催するイベントでの相談会

① 5,000〜10,000円／時間
② 現地調査や評価書等を作成する場合は、別途見積り

無償相談

有償相談

※ 有償相談の場合は、相談総額の10%を判定士会に納付



9 見積書式 判定士会に寄せられる相談案件数と分野集計：2023.2末10

相談案件の年度別推移（全体と関西支部）11 相談分野の構成

判定士会全体 関西支部

12

(62.2%)

(12.2%)

(35.1%)

(22.9%)

(12.2%) (5.6%)

(2.2%)



相談内容の概要
a.擁壁相談︓イ 二次造成後の擁壁の変状（クラック、目地開き）や

倒壊対策の相談
ロ 空石積擁壁の安定評価相談
ハ 擁壁面の剥離原因、対策の相談

b.地盤状況︓居住している宅地の変状、崩壊の相談
c.土地相談︓土地購入に向けた地盤の相談
d.施工・補修︓変状箇所の対策方法及び費用に関する相談
e.土地の沈下、陥没等の変状相談
f.大規模盛土造成地の安定に関する相談
g.家屋相談︓地盤変状に起因する家屋変状（傾斜）の相談
h.地盤調査︓地盤調査結果の見方の問合せ
i.土地検索︓居住地域の土地履歴の検索方法の問合せ 等

13 14

Ｈ１

Ｈ２

Ｎ１

Ｎ２

主働土圧
Ｐa＝１/2γＨ２ＫＡ

Ｐa︓擁壁の作用する土圧 (kN/m)
γ ︓土の単位体積重量 (kN/m3)

Ｈ ︓構造計算上の擁壁の高さ (m)      
ＫＡ︓土圧係数

Ｎ︓根入れ長（ｍ）Ｐa１

Ｐa２

二次造成に対して土圧が増加☛Pa1<Pa2 に伴い、擁壁の断面不足は発生
宅造法施行令 第６条７条８条を満たすか︖

底盤長︓一般的に擁壁高さH︓幅B＝１︓0.7以上必要
根入長︓ ＞0.15H、かつ＞35cmを満たす必要（岩、砂利、真砂土、硬質粘土等の場

合）
壁 厚︓増加土圧に対応した壁厚が必要
剛 性︓増打部と既存部が一体となる剛性を有しているか

二次造成による擁壁の安定性の問題点
二次造成区域

B

相談員の責務
１．相談者との接触から相談終了までは、すべて

相談員の責任で対応︕
① 相談者との間で生じる問題の対処

☛ 判定士会(斡旋者）としてはフォローまで。
責任は相談員

２．相談者に対して、判り易く丁寧かつ納得しても
らえる説明
① 断定や仮定での説明はしない。
② 説明根拠は、明確に提示。

15 相談員の心構え
＜相談員の役割＞

相談者が抱く不安に対し、関係法令及び相談員の
知識や経験等に基づき、解決に向けた方向性を判り
易く丁寧かつ納得してもらえる説明をする。

そのためには・・・・・

① 過信せず、常に疑いをもって観察、判断☛思い込みはNG
② 事前の状況把握と相談者へのヒヤリング☛きめ細かく分析
③ 適切な現地調査☛見逃しはNG
④ 診断☛根拠は必須
⑤ 相談結果の説明と改善提案☛根理解と納得してもらう説明

16



事前の状況把握
１．問診票による相談内容の把握と問題点の整理する。

① 立地条件を把握する。
所在地の地図、地盤情報、新旧地形図等の検索等

ツール︓今昔map、空中写真、ハザードマップ等
② 相談者への確認事項を整理する。

ｱ. 相談内容の発生の経緯
ｲ. 土地の履歴等☛増築や二次造成の有無等
ｳ. 擁壁等構造物の断面や構築時期等

③ 相談内容に関する関係法令や知見情報から問題点を
整理する。

２．現地調査の必要性の検討する。
① 必要機材等の整理 ☛ 見積もりに関連

※ 思い込みや断定をせず、資料から何が問題かを読取る。

17 相談者へのヒヤリング
１．相談者の思いを聞く。☛ 相手の立場に立って︕

① 相談者の話を途中でさえぎらず、最後まで話を聞いてから、質問。
・疑問点はメモし、解り易い言葉で︕☛相手は素人と思え
・同じ質問を、視点を変えて問いかけることも重要

② 相槌等を打つなどして、話しやすい環境づくり。
話は鵜呑みにしない ☛ 冷静かつ理論的に判断が重要

③ 話を聞いて、相手が語らない新たな情報の有無を検証
④ 話の根拠を可能な限り確認する。

２．相談者以外のご家族の方の話も参考にする。
３．他に相談しているかを尋ねる☛あれば、状況の確認
※ 思い込みや断定をせず、資料、ヒヤリングから何が問題かを読取る。

18

現地調査
１．見逃しは誤診の始まり

① 事前情報から、問題箇所と状態を記録（写真含む）
② 調査箇所をリスト化し、終了したら

気になる箇所は、調査
③ 新たな変状箇所にも対応

２．先入観で調査はしない
こうあるはず、これは考えられないという考えは捨てる

３．途中段階でのコメントはしない。
すべての調査を終えてから、総合的に判断することが大切

４．スペックでしてはならないことの有無確認

19 診 断

１．調査結果に基づいた診断は、根拠を明確にする。
① 相談で明らかになった点と不明な点を整理する

・ 明らかになった点の診断 ☛ 診断根拠を明示
・ 不明な点 ☛ 将来的に考えられる事象と再調査の

提案
② 不明確な情報で、断言しない。☛ 可能な限り検索

２．ファジーな考えで診断しない。☛ 問題発生の可能性
☛ 相談者は専門家の意見を信用する

３．経験に基づく先入観で、診断しない。
☛ ・ 地盤は、場所が変われば地層構成も変わる

・ 過去の情報は参考程度に留める

20



相談結果の説明と改善提案
１．結果説明は、解り易く

☛ 専門用語は極力用いず、一般の方にでも理解でき
る言葉で説明をする。

２．説明は、根拠を示す
☛ 診断結果は、どの基準等に基づいているかを説明

３．不確定事項は、不明と説明
☛ 推測に基づく診断は、問題発生要因の可能性

４．相談者の質問には、丁寧かつ納得してもらえる説明
５．継続的に計測が望ましい場合は、計測方法や記録の仕方

等を理解してもらえるよう丁寧に説明。
６．結果に基づき改善をした方がよいと考える事項は、理解

してもらえるよう丁寧に説明。

21 相談結果の説明と改善提案

７．メール及び面談相談、目視での現地踏査は、原則口頭説明
☛ 相談者からの資料やヒヤリング、或いは目視による踏

査の範囲では、報告書の作成は難しい。
８．報告書は、根拠に基づく内容であるべき。

☛ 判定士の知見及び経験、さらには関係法令等に基づく
報告書でなければならない。

22

23

技術者倫理
（技術者の行動規範）

23

24

地盤品質判定士の倫理要綱
２０１４年２月３日 地盤品質判定士協議会理事会承認

地盤品質判定士の使命は、宅地の造成業者、不動産業者、住宅メ
ーカー等と、住宅及び宅地取得者の間に立ち、地盤の評価（品質判定
）に関わる調査・試験の立案、調査結果に基づく適切な評価と対策工
の提案等を行うことを通じて、住宅及び造成宅地の防災及び国民の安
全に寄与することである。この重要な使命を適切に果たすために、地
盤品質判定士には、以下に示す倫理が必要である。

１．公益の重視 ６．説明の責務
２．法令・倫理綱領の順守 ７．信用の保持
３．地盤災害の防止・軽減 ８．守秘義務の順守
４．地質・地盤情報の重視 ９．継続的な自己研鑽
５．地盤品質の的確な評価

出典︓地盤品質判定士競技会HP

24



25

地盤品質判定士の倫理要綱

出典︓地盤品質判定士協議会HP

１．公益の重視
地盤品質判定士は、公共の利益を重視し、業務を誠実に遂行する。

【解説】宅地における地盤災害は、周辺の道路や隣接する宅地にも影響を及
ぼす可能性がある。適切に整備されて防災性能が高い宅地は、単に良質な
個人資産であるだけでなく、有用な社会基盤でもある。すなわち、地盤災
害と言う観点から考えると、宅地の防災性能には高い公共性が認められる。

よって、社会全般（公共）の利益を重視して、良心・良識に基づいて地
盤の評価（品質判定）を行うことが大切である。

２．法令・倫理綱領の遵守
地盤品質判定士は、業務に関わる法令や倫理綱領を遵守する。

【解説】法令遵守（コンプライアンス）の趣旨は、法令や倫理綱領が制定さ
れた背景や精神を理解して、公正かつ適切な行動をとることである。

25

26

地盤品質判定士の倫理要綱

出典︓地盤品質判定士協議会HP

３．地盤災害の防止・軽減
地盤品質判定士は、的確な地盤の評価（品質判定）を通じて、住宅及

び造成宅地における地盤災害の防止・軽減に貢献する。
[解説] 地震や豪雨等によって、軟弱な地盤や不適切に造成された宅地及びその上
に建設された住宅が被災し、人命が失われ、財産が損なわれることがある。地盤品
質判定士の使命は、その業務を通じて、地盤災害の発生を防ぎ、あるいはその影響
を軽減することによって、このような社会的な損失を減らすことである。

４．地質・地盤情報の重視
地盤品質判定士は、正しい地質・地盤情報が重要であることを認識し、

不十分・不適切な情報に基づいて地盤の評価（品質判定）を行ってはな
らない。

[解説] 大規模な公共インフラに比較して、小規模建築物のための地質・地盤情報の
質・量や調査・対策の費用は限られている。しかしながら、正しい地質・地盤情報
が得られなければ地盤の評価（品質判定）を的確に行なうことはできないので、必
要な地質・地盤情報を得るための調査を疎かにしてはならない。必要な調査を立案
し、業務の依頼者に説明しなければならない。

26

27

地盤品質判定士の倫理要綱
５．地盤品質の的確な評価

地盤品質判定士は、その能力を最大限に発揮して、地盤の評価（品質
判定）を的確に行う。

[解説] 住宅及び造成宅地に関わる地盤災害には多くの要素（地盤の構造や特性、
地震や降雨の影響、基礎の構造や施工等）が複雑に関与する。さらに，災害が発生
するメカニズムが完全に解き明かされているわけではなく、また，技術者の能力が
及ぶ範囲も限定されている。このような認識の下で、地盤品質判定士は、その持て
る専門知識を総動員して、技術力を最大限に発揮して、可能な限り的確に地盤の評
価（品質判定）を行うよう最善を尽くさなければならない。その際、自然に対して
謙虚に接すること、現象の本質を捉えること、多面的に分析すること、総合的に判
断すること等が大切である。
６．説明の責務

地盤品質判定士は、地盤の評価（品質判定）の内容について、住宅及び
造成宅地の取引に関わる人が正しく理解できるように、分かり易く説明する。

[解説] 宅地の造成業者、不動産業者、住宅メーカー等と住宅及び宅地取得者は、
地盤品質判定士が作成した評価書に基づいてその宅地の防災性能を把握し、購入・
売却や追加の地盤調査あるいは地盤改良の必要性等を判断する。したがって、地盤
品質判定士は、評価書の作成に当たって、これらの関係者がその内容を正しくかつ
容易に理解できるように記述し、さらに丁寧に説明する必要がある。
出典︓地盤品質判定士協議会HP
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地盤品質判定士の倫理要綱
７．信用の保持

地盤品質判定士は、信用を失う行為をしてはならない。さらに、その
社会的地位の向上に努める。

[解説] 地盤品質判定士は、その資格が地盤品質判定士制度に対する社会的
な信用の上に成り立つものであることを認識し、常に品位を保ち、責任ある
行動によって、より高い信用が得られるように努めなければならない。

８．守秘義務の遵守
地盤品質判定士は，業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

[解説] 地盤の評価（品質判定）に当たっては、調査等によって得られる地
質・地盤情報以外にも、個人情報も含め、さまざまな情報を入手することが
できる。地盤品質判定士は、本協議会が定めた個人情報保護方針を守ると共
に、秘密にすべき情報については、正当な理由がない限り、その秘密を外部
に漏らしてはならない。また、地質・地盤情報については、宅地の所有者等
の承諾を得た後に、開示することができる。

出典︓地盤品質判定士協議会HP
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29

地盤品質判定士の倫理要綱
９．継続的な自己研鑽

地盤品質判定士は、新しい専門知識と技術を積極的に修
得する。
[解説] 近年、社会環境の変化や科学・技術の発展が著しく
、地盤工学分野もその例外ではない。したがって、地盤品質
判定士は、地盤の評価（品質判定）に係る高度な専門性を認
識して、不断に新しい知識と技術を学び、その技術力と資質
の向上に努めなければならない。

出典︓地盤品質判定士協議会HP

社会的役割
１．公益の重視
２．法令・倫理綱領の順守
３．地盤災害の防止・軽減

顧客に対する姿勢
４．地質・地盤情報の重視
５．地盤品質の的確な評価
８．守秘義務の順守

判定士としての責務
６．説明の責務
７．信用の保持
９．継続的な自己研鑽

29

ご静聴ありがとうございました。

30

地盤品質判定士と地盤品質判定士協議会構成団体の倫
理 31

全国地質調査業協会連合会地盤工学会地盤品質判定士組 織 名

倫理要綱倫理要綱・行動基準倫理要綱タ イ ト ル

１．社会的使命の達成
２．法令等の遵守
３．環境の保全
４．良質な成果品の提供
５．中立・独立性の堅持
６．秘匿事項の保護
７．自己責任原則の徹底
８．技術の向上
９．個人並びに職業上の尊厳の保持

１．社会に対する貢献
２．自然に対する態度
３．責任ある行動
４．自己研鑽と人材育成
５．会員交流と知見の公表

１．公益の重視
２．法令・倫理綱領の順守
３．地盤災害の防止・軽減
４．地質・地盤情報の重視
５．地盤品質の的確な評価
６．説明の責務
７．信用の保持
８．守秘義務の順守
９．継続的な自己研鑽

綱 領 等

建設コンサルタント協会日本建築学会土木学会組 織 名

技術者の倫理 倫理遵守の基本原則倫理要綱・行動規範土木技術者の倫理規定タ イ ト ル

１．専門とするサービスの提供
２．事実に基づく表明
３．依頼者の適正な利益の保護
４．公正な競争
５．新年の保持
６．利害相反の回避
７．帰属権利の尊重
８．自己の研鑽
９．社会活動等への積極的参加

１．建築技術の継承と伝統文化の崇敬
２．安全な建築と良質な都市環境の構築
３．機能的で美しい生活環境の創造
４．地球環境の保全と持続可能な発展
５．学術的中立性に基づく公益情報の共

有と発信
６．知的財産の尊重と不可侵
７．地域社会や国際社会への貢献と寄与

１．社会への貢献
２．自然及び文明・文化の尊重
３．社会安全と減災
４．職務における責任
５．誠実義務及び利益相反の回避
６．情報公開及び社会との対話
７．成果の公表
８．自己研鑽及び人材育成
９．規範の遵守

綱 領 等

＜相談員公募のお知らせ
＞

32



＜応募受付通知＞
33

＜相談員選任通知＞
34

＜相談員斡旋の手引＞
35

＜相談カード＞
36



擁壁設置に関する基準
宅地造成規制法施行令 第６条、第７条、第８条（抜粋）
＜擁壁の構造条件＞

① 鉄筋コンクリート造、無筋コンクリト造、間知石練積造
② 土圧、水圧、自重により擁壁が破壊しない
③ 土圧、水圧、自重により擁壁が転倒しない
④ 土圧、水圧、自重により擁壁の基礎がすべらない
⑤ 土圧、水圧、自重により擁壁が沈下しない

＜根入れ長＞
① 岩、砂利、真砂土、硬質粘土等︓

擁壁高さHの＞0.15H、かつ＞35cm
② その他の土質︓

擁壁高さHの＞0.2H、かつ＞45cm
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【資料－４】
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